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	表 – 災害ハザード情報と都市の情報の重ね合わせ一覧
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	図 - 地区ごとの防災上の課題
	（１）地区ごとの防災指針（取組方針）
	地区ごとの防災上の課題を踏まえ、災害に強いまちづくりに向けて、ハード・ソフト両面から防災・減災対策を計画的に推進していくための取組方針を次のとおり設定します。
	図 - 地区ごとの取組方針
	（２）具体的な取組及び取組期間
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	図 - 地区ごとの防災上の課題
	（１）地区ごとの防災指針（取組方針）
	地区ごとの防災上の課題を踏まえ、災害に強いまちづくりに向けて、ハード・ソフト両面から防災・減災対策を計画的に推進していくための取組方針を次のとおり設定します。
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